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店頭外国為替証拠金取引約款 

 

 店頭外国為替証拠金取引約款・規程集のこの約款( 以下「本約款」)  は、契約者ご本人 ( 以下「お

客様」)  が、株式会社 MJ ( 以下「当社」)  との間で行う店頭外国為替証拠金取引 ( 以下「本取引」)  

に関する権利義務関係を明確にするための取り決めです。 

お客様が、店頭外国為替証拠金取引約款・規程集（「本約款」・「オンライン店頭外国為替証拠金取

引規程」）及び金融商品取引法第 37条の３の規定による契約締結前交付書面にあたる店頭外国為替証

拠金取引マニュアル（「店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について」「オンライン店頭外国

為替証拠金取引ガイド」「店頭外国為替証拠金取引の概要・リスクについて」「外国為替証拠金取引行

為に関する禁止行為」「個人情報の取り扱いについて」「株式会社ＭＪの概要について」）の書面内容

を最後まで十分に読んでいただき、本取引の特徴、仕組み、内容、危険性等を十分に理解した上で、

お客様の責任と判断で本取引を行う必要があります。 

つきましては、当社に本取引口座を設定するに際し、金融商品取引法その他の関連法令及び社団法

人金融先物取引業協会の規則等を遵守するとともに、次の各条に掲げる事項を承諾していただくもの

とします。 

なお、本約款における用語の意義は、本約款の第１条（定義）において定めるところとします。 

 

第 1 条  （定 義） 

店頭外国為替証拠金取引マニュアル、店頭外国為替証拠金取引約款・規程集の中で用いられる用語

については、次の各号のとおり定義します。 

(1)  「外国為替レート」とは、主要な外国為替市場における主要な外国為替銀行間の外貨の円換算

による取引価格及び外貨換算による取引価格を参考として、当社が提示する価格をいいます。 

(2)  「スワップポイント」とは、取引の対象となる外貨と円貨及び外貨同士の金利差調整分を換算

し、精算した金額をいいます。 

(3)  「建玉」・「ポジション」とは、本取引における未決済の約定をいいます。 

(4)  「反対売買」とは、買いポジションを反対に売って決済すること、又は売リポジションを反対

に買って決済することをいいます。 

(5)  「預託証拠金」とは、本取引を行うために、お客様が当社に預託する担保としての金銭等をい

います。 

(6)  「預託証拠金残高」とは、預託証拠金に既決済損益及び出金予約額を加算減算した金額をいい

ます。 

(7)  「純資産額」とは、現時点で全ての取引を終了した場合のお客様の資産をいい、預託証拠金残

高にポジション評価損益と未決済スワップ損益を加算したものとなります。 

(8)  「ポジション証拠金」とは、ポジションを持つために必要となる証拠金の額のことをいいます。 

(9)  「注文証拠金」とは、未約定の指値・逆指値注文に必要となる金額のことをいいます。 

(10)  「証拠金維持率」とは、ポジション証拠金に対する純資産額の比率のことをいいます。 

(11)  「建玉可能額」とは、新たにポジションを持つ又は新規指値・逆指値注文を発注できる証拠金

の額のことをいいます。 

(12)  「出金可能額」とは、現時点において出金の依頼をすることができる金額のことをいいます。 

(13)  「追証制度」とは、マーケットクローズ時において、お客様の証拠金維持率が 100％を下回った
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場合、追証の判定が行われ、翌営業日のマーケットオープン時に追証が発生し、追証が発生し

た営業日のマーケットクローズ時までに、追証が解消されない時には、全ての保有ポジション

が強制的に決済される制度です。  

(14)  「追加証拠金」とは、お客様の証拠金維持率が 100％を下回った場合におけるポジション証拠金

の不足額をいいます。 

(15)  「ロスカット」とは、本取引による損失の拡大を防ぐためにポジションを強制的に反対売買す

ることをいいます。 

(16)  「売買の区別」とは、新規の売り、新規の買い、決済の売り、決済の買いの区別をいいます。 

 

第 2 条  （リスクと自己責任の確認） 

お客様は、次の各号に掲げる内容を十分把握した上で、本約款に記載されている事項を承認し、本

取引に係る商品内容、取引の仕組み、及びリスクを熟知した上でお客様の判断と責任において、お客

様の計算で本取引を行うことを確認します。 

(1)  本取引においては、当該取引通貨の為替相場の変動及び取引市場環境の変化のリスクを伴って

いること。 

(2)  本取引においては当社の信用低下によるリスクを伴っていること。 

(3)  本取引は、少ない証拠金で大きな金額の取引を行うことができるため、大きな利益を得ること

が可能な反面、多大な損害を被る危険性を伴うこと。 

(4)  本取引は元本保証ではないこと、又場合によっては預託証拠金以上の損失の危険性を伴うこと。 

(5)  天災地変、経済事情の激変等により、各国政府が外国為替市場を規制するなど取引停止措置を

含む不測の事態が起こりうるリスクがあること。 

(6)  本取引に関するリスクは、上記及び「店頭外国為替証拠金取引マニュアル」に記載されたリス

クだけに限定されるものではないこと。 

２ お客様は、｢金融商品取引法｣、「外国為替及び外国貿易法」その他その時々において適用される

本邦及び外国の関連諸法令、及び外国為替銀行取引で通常行われている慣行に基づき本取引を行うも

のとします。又、かかる関連諸法令に基づき必要とされる証明書、証拠書類等を当社に提出すること

をあらかじめ了承します。 

 

第 3 条  （口座開設・取引資格） 

お客様は、本取引を行うにあたり、当社所定の手続により店頭外国為替証拠金取引口座( 以下「本

取引口座」) の開設の申込、本人確認の手続等を行うものとします。申込にあたっては以下の各号に

掲げる全ての要件を満たしていることを要します。 

（1） 店頭外国為替証拠金取引マニュアル（「店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項につい

て」「オンライン店頭外国為替証拠金取引ガイド」「店頭外国為替証拠金取引の概要・リスクに

ついて」「外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為」「個人情報の取り扱いについて」「株式会

社ＭＪの概要について」）、店頭外国為替証拠金取引約款・規程集（「本約款」・「オンライン店頭

外国為替証拠金取引規程」）を熟読し同意すること。 

（2） 本取引の特徴、仕組み及びリスクについて十分理解していること。 

（3） 当社と電話もしくは電子メールで常時連絡が取れること。 

（4） 本取引にかかる報告書面の電子交付に同意すること。 

（5） 日本国内に居住する行為能力がある個人であること。 
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※法人の場合は日本国内で本店又は支店が登記されていること。 

（6） 振込先預金口座は、国内に存する金融機関を指定すること。 

（7） 当社の定める「個人情報の取り扱いについて」と題する書面を熟読し、個人情報の取り扱い

に同意し、本人確認書類をご提出いただけること。 

（8） 未成年者、高齢者（満 75歳以上）でないこと。 

（9） お客様が法人の場合、本取引を行うことは、法令その他の諸規則又は定款、その他の内規に

違反せず、本取引のために必要な法令上の手続及び内部手続や体制を有していること。 

（10） 反社会勢力との関与、もしくは脱税行為、その他違反行為を行おうとする者ではないこと。 

（11） 当社から交付された日本語による諸通知の記載内容が理解できること及び日本語による電

話等での会話ができ、意思の疎通に支障がないこと。 

（12） 当社に重複した E- mail アドレスでのお申込みもしくはご契約がないこと。 

（13） 他の金融商品取引業者又は登録金融機関との間で紛争事案がないこと。 

（14） 金融先物取引業協会の「金融先物取引業務に従事する従業員の服務に関する規則」第 4 条に

該当していないこと。 

２ 本取引口座開設については、当社の投資適合審査基準に基づき適否を判定するものとし、お客様

は当社が本取引口座開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。 

３ お取引口座は、一人又は一法人につき一口座とすることをお客様はあらかじめ了承するものとし

ます。 

４ 当社は、口座開設業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとし、お客様はこ

のことをあらかじめ了承するものとします。また、お客様は、当社から口座開設業務の全部または一

部を委託された第三者に対し、直接の照会等は一切行えないことをあらかじめ了承するものとします。 

５ 当社における審査の結果、当社がお客様の本取引口座開設を承諾しなかった場合、もしくは当社

「店頭外国為替証拠金取引マニュアル」に定めたレバレッジの制限付口座となった場合、その審査結

果及び理由について、いかなる場合においても開示しないものとします。 

 

第 4 条  （本人確認書類） 

当社ではお客様ご本人の確認をする目的で運転免許証や住民票の写し等をご提出していただくこ

とを要します。なお、ご提出いただいた本人確認書類はプライバシーポリシーに則り当社及び当社が

口座開設業務を委託した第三者で適切に管理いたします。また、ご提出いただいた本人確認書類は返

却をいたしませんので、あらかじめご了承ください。 

（1）個人のお客様の場合（下記書類のいずれか一点） 

イ. 各種健康保険証（カード式で裏面に住所の記載がある場合は裏面も必要となります） 

ロ. 運転免許証（変更があれば裏面も必要となります） 

ハ. パスポート（顔写真のページ、住所のページをそれぞれ必要となります） 

※住所の記載は日本語表記のものに限ります。 

ニ. 住民基本台帳カード（変更があれば裏面も必要となります） 

ホ. 住民票の写し（コピーのことではありません） 

ヘ. 印鑑証明書 

ト. 外国人登録原票記載事項証明書（裏面が必須となります） 

チ．外国人登録証明書 

※イ～ニ及びチは有効期限内又は現在有効なものをコピーしてご用意ください。 

※ホ～トは作成・発行日から3ヶ月以内の原本をご用意ください。 



 

6/33 
店頭外国為替証拠金取引約款 

 

（2）法人のお客様の場合（下記書類のすべて） 

イ．登記簿謄本 

※発行日から3ヶ月以内の原本（コピー不可） 

※事業内容に投資業務等の記載があること。 

ロ．代表者の本人確認書類（上記個人のお客様の場合と同様） 

ハ．取引担当者の本人確認書類（上記個人のお客様の場合と同様） 

２ お客様は、ご提出いただいた本人確認書類について、口座開設時の本人確認に利用する目的の範

囲内で、当社が業務を委託する第三者に対し、お客様の個人情報を提供することに同意するものとし

ます。 

 

第 5 条  （取引口座） 

本取引は、インターネット又はモバイル（携帯電話）上での当社店頭外国為替証拠金取引システム

（以下「本取引システム」）でのみ行うことができ、本取引システムの改変及び本取引システム以外

のシステムによる取引を一切禁じます。又、電話、ファックス、電子メールその他の手段による注文

及びその変更・取消は、本取引システムの障害時も含めできません。 

２ 本約款の適用に基づく本取引は、当社が指定する取引対象の通貨の組み合わせ（以下「通貨ペア」

という。）のいずれかについてのみ行われます。 

３ 本取引に関して、預託証拠金の出し入れ、反対売買による差金決済、取引の執行、売買代金の決

済、取引手数料が発生する場合は当該取引手数料、その他本取引に関する金銭の授受等のすべてを当

該お客様の本取引口座内において処理するものとします。 

 

第 6 条  （ログイン ID とパスワード） 

お客様が本取引システムを使用することを当社が承諾した場合、お客様が本取引システムに入力し

たログイン ID とパスワードの組み合わせが、当社の管理するログイン I Dとパスワードの組み合わせ

と一致した場合に限り、お客様は本取引システムの使用ができます。 

２ お客様のログイン ID とパスワードはお客様自身に限り使用することができ、第三者に貸与又は

譲渡することはできません。 

３ お客様のログイン ID とパスワードを使用して、本取引システムに対して行われた売買注文にか

かわる指図及び預託証拠金の払い出しにかかわる指図( 以下「本取引にかかわる指図」)  、並びに連

絡について、当社はお客様自身が行ったものとみなします。 

４ お客様は、お客様がログイン ID とパスワードを第三者に貸与又は譲渡した場合、又はお客様の

不注意、盗難、窃取、詐欺、通信の傍受、盗聴等によりお客様のログイン ID とパスワードが第三者

に漏洩した場合等により、第三者が本取引にかかわる指図を行った場合には、それはお客様による本

取引にかかわる指図として扱われることにあらかじめ了承し、第三者による本取引にかかわる指図に

起因して生じた結果については、事情の如何を問わず、全てお客様が責を負うことをあらかじめ了承

するものとします。 

 

第 7 条  （注文） 

お客様は、当社に対し、通貨ペア、取引数量、売買の区別、注文の種類、注文の有効期限等、当社

のあらかじめ指定する事項を明示した上で、当社に対する取引の注文を行うものとします。 
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２ お客様が当社と行う本取引において取り扱う通貨ペア、取引数量、注文の種類、及び注文の有効

期限を指図する場合の最大日数は、当社が定めるものとします。 

３ お客様は、当社がこれら通貨ペア、取引数量、売買の区別、注文の種類、注文の有効期限等を変

更できることをあらかじめ了承するものとします。 

４ お客様が当社に発注することのできる売買注文の数量は、お客様の預託証拠金の額及びお客様の

保有ポジションに応じて当社の定める数量の範囲内に限り、かつ当社の定める最大注文数量の範囲内

に限られるものとします。 

５ お客様は、当社がこの最大注文数量を変更できることをあらかじめ了承するものとします。 

６ お客様の本取引にかかわる指図は、お客様が本取引システムに指図内容を入力し、確定の入力を

した後、本取引システムのサーバがその入力内容を受信した時点で受付け、注文の執行を行います。

但し、お客様が本取引システムを使用して当社に指図した注文が、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合、当社は当該注文の執行を行わないことができるものとします。 

(1)  お客様の本取引口座における預託証拠金が、ポジション証拠金額の総額に満たない場合。 

(2)  お客様の本取引口座における預託証拠金が、当該注文の執行によりポジション証拠金額の総

額に満たなくなる場合。 

７ お客様が本取引システムを使用して当社に指示した売買注文については、未約定の場合、当社が

定める時間の範囲内において、取消又は変更等を行うことができるものとします。 

８ 市場・経済事情等により、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあること

を、お客様はあらかじめ了承するものとします。 

９ 本取引は、お客様と当社との相対取引となるため、お客様の注文に対しては、当社の応じ得る範

囲内で約定を行います。そのため通貨ペア、取引数量、売買の区別、注文の種類、注文の有効期限等

によってはお客様のご注文が約定しづらくなる、あるいは約定しない場合があります。また、お客様

からのご注文が殺到した場合等には、ご注文の全部又は一部の約定が遅延したり、売買注文が約定し

なかったり、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定する場合、並びにシステム障害等の事

象が発生する場合があることをお客様はあらかじめ了承するものとします。 

10 お客様の操作の誤りにより成立した売買注文に関する責はお客様が負い、当社はその責を負わな

いものとします。 

 

第 8 条   ( レバレッジ)  

 当社適用レバレッジは1倍、5倍、10倍、20倍、50倍、100倍、200倍、300倍、400倍となっておりま

す。但し、平成22年7月26日以降においては、個人口座の適用レバレッジは1倍、5倍、10倍、20倍、

50倍とし、法人口座の適用レバレッジは1倍、5倍、10倍、20倍、50倍、100倍とします。 

２ 当社における審査の結果、レバレッジ制限付口座となった場合には、200倍以上(200倍、300倍、

400倍) のレバレッジをご利用いただくことはできません。又、レバレッジ制限付口座となった理由に

ついては、いかなる場合においても開示しないものとします。但し、レバレッジ制限付口座は平成22

年7月25日をもって廃止するものとします。 

３ お客様は、新規注文において既に成立した売買注文のレバレッジを変更することができないもの

とします。 

４ お客様のレバレッジ選択の操作の誤りにより、成立した売買注文に関する責はお客様が負い、当

社はその責を負わないものとします。 

※ZAR/JPY、USD/ZAR、EUR/ZAR、GBP/ZARの 4 種類の取引通貨については、レバレッジ 300倍及びレ
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バレッジ 400 倍を選択できません。但し、ZAR/JPY、USD/ZAR、EUR/ZAR、GBP/ZARについても平成

22年 7 月 26 日以降は本条第 1 項但書を適用するものとします。 

※1,000 通貨単位取引については、レバレッジは 100倍までとします。但し、平成 22年 7 月 26 日以

降は本条第 1 項但書を適用するものとします。 

 

第 9 条   ( 外国為替レート及びスワップポイント)  

お客様が当社との間で行う本取引にかかわる外国為替レート及びスワップポイントについては、外

国為替市場の取引レートに基づいて当社が提示する外国為替レート及びスワップポイントが適用さ

れるものとします。 

２ お客様は、当社に対し、外国為替市場の取引レートに基づいて当社が提示する外国為替レート以

外の外国為替レートを主張できないことをあらかじめ了承するものとします。 

３ お客様は、指値注文の場合はお客様がご注文された価格で約定することを、成行注文又は逆指値

注文、ロスカット注文等の場合は、為替変動リスク等により実際の約定価格が取引画面の提示レート

又はお客様が指定した外国為替レートとは同一にならない場合があることをあらかじめ了承するも

のとします。 

４ お客様は、お客様のシステム環境、あるいはご利用いただくソフトウェアの仕様により更新のタ

イミングが異なり、お客様ごとに瞬間的に提示するレートが異なる場合があることをあらかじめ了承

するものとします。 

５ お客様は、1 円未満のスワップポイントについては、受取の場合は切捨て、支払いの場合は切上

げとすることをあらかじめ了承するものとします。 

 

第 10条  ( 預託証拠金)  

お客様は、本取引を開始する前に本取引から生じる当社に対するお客様の債務を担保するため、当

社に証拠金を預託するものとします。 

２ お客様は、初回に預託する証拠金の金額は、当社の定める金額以上であることをあらかじめ了承

するものとします。 

３ お客様は、預託証拠金の金額がポジション証拠金の金額以上を預託することをあらかじめ了承す

るものとします。 

４ 当社は、本取引により差損益金が生じた場合、または、取引手数料が発生した場合には、お客様

に事前に通知することなく当該差益金を預託証拠金に振替、又は、当該差損金ないしは取引手数料を

預託証拠金から充当できるものとします。 

５ 当社は、お客様に事前に通知することなく経済情勢の変化等に伴いポジション証拠金の料率を変

更することができるものとします。 

６ 当社は、お客様が出金可能額の範囲内で、全部又は一部の返還請求を受けた場合、当該請求を受

けた日から起算して円貨の場合は原則 4 営業日以内に当該請求に係る額をお客様に返還するものと

します。 

７ お客様は、本取引の預託証拠金、本取引により生じた売買差益金その他の本取引に関する金銭に

対しては、利息が発生しないことをあらかじめ了承するものとします。 

８ 当社は預託証拠金の全部を信託業法上の信託会社に信託することができるものとします。 

９ お客様は、当社と信託業法上の信託会社との間で行う信託財産の区分管理に関し、別紙「顧客区

分管理信託契約におけるお客様の権利等に関する事項の概要」を理解し了承した上で、当社と店頭外
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国為替証拠金取引を行うものとします。 

10 お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る預託証拠金の取扱いについては当社の定めを遵守

するものとします。 

 

第 11条  ( 差金決済)  

本取引にかかわるお客様のポジションについて、お客様が任意にこれを反対売買することができる

こととします。この場合、当社はお客様の売付総代金から買付総代金を控除し、お客様の本取引口座

において預託証拠金に振替えます。益金がある場合は預託証拠金に加算し、損金がある場合、または、

取引手数料が発生した場合は預託証拠金をもって充当します。これによってお客様の預託証拠金の額

が増減することを、お客様はあらかじめ了承するものとします。 

 

第 12条  ( 値洗い)  

 当社は、本取引に係るお客様のポジションに対し、時価評価（リアルタイム）にて計算を行うもの

とします。 

２ 当社は、前項の処置によって、当該評価損益が益金の場合は預託証拠金額に加算し、損金の場合

は預託証拠金額から減算して計算するものとします。 

 

第 13条  ( ロールオーバー)  

お客様が、第 11 条の反対売買による差金決済の指図を当社の定める日時まで行わなかった場合、

当社はお客様に事前に通知することなく、決済日の繰り延べを毎営業日に自動的に行うものとします。 

 

第 14条 （追証制度） 

マーケットクローズ時において、お客様の証拠金維持率が 100％を下回った場合には、追証の判定

が行われます。追証と判定された場合には、追証と判定された日の翌営業日のマーケットオープン時

に追証が発生します。追証が発生した営業日のマーケットクローズ時までに追加証拠金をお客様の本

取引口座に入金する等により追証を解消しない限り、追証が発生した日の翌営業日のマーケットオー

プン時に全ての未決済ポジションを反対売買により強制決済することとし、お客様はこのことをあら

かじめ了承するものとします。 

２ 追証と判定された場合でも、純資産額が、ポジション証拠金に対して当社が定める比率を乗じて

算出した額以下となった場合には、第 16 条に基づきお客様に事前に通知することなく、お客様の計

算において全ての未決済ポジションを、反対売買により強制決済することとし、お客様はこのことを

あらかじめ了承するものとします。 

３ 追証と判定された場合には、その後のレート変動等によりお客様の証拠金維持率が 100％以上と

なったとしても、追証の解消とはならず、お客様は追証と判定された日の翌営業日のマーケットクロ

ーズ時までに追加証拠金をお客様の本取引口座に入金する等により追証を解消しない限り、全ての未

決済ポジションを反対売買により強制決済することとし、お客様はこのことをあらかじめ了承するも

のとします。 

４ 当社は、追証の対象となる証拠金維持率を任意に変更できるものとし、お客様はこのことをあら

かじめ了承するものとします。 

 

第 15 条  ( 強制決済)  
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お客様が第 17 条の期限の利益を喪失した場合、又は当社がお客様の意思を１年超えて確認できな

い場合には、当社が、本取引にかかわるお客様の債権債務を確定するため、お客様に事前に通知する

ことなく、お客様のポジションをお客様の計算において強制決済することができることとし、お客様

はこのことをあらかじめ了承するものとします。 

 

第 16 条  ( ロスカット・ルール)  

第 12 条に定める値洗い時に、純資産額が、ポジション証拠金に対して当社が定める比率を乗じて

算出した額以下となった場合には、当社は、お客様に事前に通知することなく、お客様の計算におい

て全ての未決済ポジションを、反対売買により強制決済すること（以下、「ロスカット」) とし、お客

様はこのことをあらかじめ了承するものとします。 

２ 前項による反対売買による強制決済の結果、ロスカットレベルに設定した基準での値段で約定せ

ず、又当該預託証拠金の額以上の損失が発生した場合においても、当社はその責を負わないものとし

ます。  

３ お客様が新たに証拠金を当社に入金された場合、金額の反映が間に合わず、ロスカットにより反

対売買が執行されることがあることを、お客様は、あらかじめ了承するものとします。 

４ お客様は、当社が第 1 項の反対売買による強制決済を行った場合に生じる売買損金をお客様に事

前に通知することなく預託証拠金から差引くこと、又売買損金額が預託証拠金の額を上回った場合、

その差額を当社が指定する期日までに支払うことをあらかじめ了承するものとします。 

５ 第１項のロスカットの基準は、当社の判断によって変更することができるものとします。 

６ ロスカットは、約定を優先させる取引であるため、複数のカバー先からの配信レートの中から、

約定の可能性が高いと考えられるレートを選択し適用することがあります。そのため、お客様にとっ

て不利なレートで約定することがあること、また、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定

することがあることを、お客様はあらかじめ了承するものとします。 

７ 1,000 通貨単位取引の場合には、ロスカットの際にも取引手数料がかかることを、お客様はあら

かじめ了承するものとします。 

 

第 17 条  ( 期限の利益の喪失)  

お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、

お客様は当社に対する本取引及びポジション等に係る一切の債務について当然に期限の利益を失い、

直ちに当該債務を弁済するものとします。 

(1)  支払の停止又は破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始もしくは特別清

算開始の申立があったとき。 

(2)  手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

(3)  お客様の当社に対する本取引又はポジションに係る債権又はその他の債権のいずれかについ

て仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。 

(4)  お客様の当社に対する本取引又はポジションに係る債務について差入れられている担保の目

的物について差押又は競売手続の開始があったとき。 

(5)  外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が発生したとき。 

(6)  名称・住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所

在が不明となり、又は連絡が取れなくなったとき。 

(7)  心身機能の低下により、本取引の継続が著しく困難又は不可能になったとき、あるいは死亡
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したとき。 

(8)  レート又はレートの配信を操作する、若しくは本取引システムでは通常実行できないような

取引を行うなど、本取引システムに対する不適切なアクセス等により取引を行った、または、

行っていると当社が判断したとき。 

２ お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、お客様は本取引及びポジション等

に係る当社に対する一切の債務について当社の請求によって期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁

済するものとします。 

(1)  お客様の当社に対する本取引もしくはポジションに係る債務又はその他一切の債務のいずれ

かについての一部でも履行を遅滞したとき。 

(2)  お客様の当社に対する債務( 但し、本取引及びポジションに係る債務を除く)  について差入れ

られている担保の目的物について差押又は競売手続の開始 ( 外国の法令に基づくこれらのい

ずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む)  があったとき。 

(3)  お客様が当社との本約款又はその他の取引規程のいずれかに違反したとき。 

(4)  前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 

 

第 18 条  ( 相 殺)  

当社は、期限が到来し、又は、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債

務を履行しなければならない場合には、当社のお客様に対する当該債権と本取引にかかわるお客様の

当社に対する債権その他一切の債権とを、それらの弁済期の前後、期限到来の如何にかかわらず、お

客様に事前に通知することなくいつでも相殺できるものとし、お客様はこのことをあらかじめ了承す

るものとします。 

２ 前項の相殺を行う場合、当社のお客様に対する利息、損害金の計算については、その期間の相殺

を行う日までとし、利息等の利率については、年率 14.6％の割合とします。 

３ 当社が第１項の相殺を行う場合、決済通貨が異なるときに適用する外国為替レートについて、当

社がその日の正午に提示する外国為替レートを適用します。 

 

第 19 条  ( 充当の指定)  

お客様が当社に対する債務の弁済を行う場合、又は、当社が第 17 条の相殺を行う場合において、

お客様の弁済額又はお客様の当社に対する債権がお客様の債務の全額を消滅させるのに足りないと

きは、当社が任意に定める順序、方法により、預託証拠金をもって不足額に充当することができるこ

ととし、お客様はこのことをあらかじめ了承するものとします。 

 

第 20条  ( 取引要綱の変更)  

お客様は、天災地変、経済事情の激変、法令等の制定又は改廃等その他やむをえない事由に基づい

て、当社が本取引にかかわる取引要綱及び取引規程の変更を行った場合には、その措置に従うものと

します。 

 

第 21 条  ( 届出事項の変更)  

 お客様は、当社に届出たお客様の氏名もしくは名称、住所もしくは事務所の所在地、電話番号、Ｅ

メールアドレスその他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに当社の指定する方法を以って、

その旨の届出をするものとします。又届出がない場合、あるいは届出が遅延した場合、そのことによ
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り生じたお客様の損失に対しては、当社は一切その責を負わないものとします。 

 

第 22 条 （遅延損害金の支払） 

 お客様が当社との間で行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠った時は、履行期日の翌日

から債務全額の支払いに至るまで年率 14.6％の割合による遅延損害金を受け取ることができるもの

とします。 

 

第 23 条 （電子交付） 

当社は、お客様に対し提供する金融商品取引法（以下、｢法｣）に規定される各種交付書面について、

書面交付に代えて電磁的方法によって交付（以下、｢電子交付｣）することができるものとします。当

社は、お客様が本約款の同意をもって電子交付に承諾したものとし、次の各号の定めるところによっ

て電子交付を行うものとします。 

（1）当社は、次に掲げる方法によって電子交付を行うものとします。 

イ. 当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の認証が必要とされる特定

の画面等（以下、｢当社顧客画面｣）に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに書面の記載

事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法 

ロ. 当社顧客画面に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに同意に関する事項を記録し、顧客

の閲覧に供し、同意に関する事項を記録する方法 

（2）当社は、次に掲げる交付書面を電子交付によって提供することができるものとします。 

イ. 契約締結前交付書面等（店頭外国為替証拠金取引約款・規程集）（店頭外国為替証拠金取引マ

ニュアル） 

ロ. 取引報告書兼残高報告書兼証拠金受領通知書( 日次)  

ハ. 取引残高報告書( 月次)  

ニ. 年間損益報告書 

（3）お客様が、当社から交付書面を電子交付によって提供を受けるためには、当社が推奨するバ

ージョン以上の Adobe Reader等の PDFファイル閲覧用ソフト及び当社が推奨するバージョン

以上のブラウザソフトを必要とします。 

（4）法、その他法令諸規則の変更及び監督官庁の指示並びその他当社が必要と判断した場合､電子

交付に代えて､既に電子交付された書面も含めて､紙媒体により交付などを行うものとします。 

 

第 24 条  ( 通知の効力)  

 本取引に関する諸通知については、お客様が当社に届け出た名称、住所もしくは事務所又はＥメー

ルアドレス宛に、当社が発信した時にその効力を生じるものとします。 

２ 本取引に関する諸通知が、お客様の転居、不在その他当社の責めに帰すことのできない事由によ

り延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱う

ものとします。 

 

第 25 条  ( 免責事項)  

お客様は、次に掲げるお客様の損害及び損失については、当社及び当社ウェブサイトへの情報提供

元は免責されることに異議がないことをあらかじめ了承するものとします。 

(1)  天災地変、戦争、政変、同盟罷業、外貨情勢の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認

められる事由により、本取引に係る注文の執行、金銭の授受等が遅延し、又は不能となった
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ことにより生じた損害及び損失。 

(2)  外国為替市場の閉鎖又は規則の変更等の理由に基づき、お客様の本取引に係る注文に当社が

応じ得ないことにより生じた損害及び損失。 

(3)  ログイン ID・パスワードの誤入力、忘却等、お客様自身の責任により、お客様が本取引に係

る注文を当社に出せなかったことにより生じた損害及び損失。 

(4)  お客様の錯誤、誤入力によって売買注文が約定した場合、もしくは売買注文が約定しなかっ

た場合。 

(5)  電信、インターネット、携帯電話設備又は郵便等の通信手段における誤謬、遅滞等、当社の

責めに帰すべからざる事由により生じた損害及び損失。 

(6)  お客様もしくはお客様以外の第三者が入力したログイン ID・パスワードと当社に登録されて

いるログイン ID・パスワードの一致を確認して行った取引及び金銭の授受その他の処理によ

り生じた損害及び損失。但し、当社に故意又は重大な過失があった場合を除く。 

(7)  お客様のコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、携帯端末等の故障・誤作動、当社の

故意又は重大な過失によらない当社のコンピュータシステム、ソフトウェア等の故障・誤作

動、市場関係者もしくは第三者が提供するシステム、ソフトウェア等の故障・誤作動、通信

回線のトラブル等、本取引に関係する一切のシステムに係る障害により生じた損害及び損失。 

(8)  第 15条に定めるロスカットによるポジションの処分により生じた損害及び損失。 

(9)  本サービスで受ける情報の誤謬、停滞、省略及び中断並びにシステム障害等により生じる損

害及び損失。但し、当社に故意又は重大な過失があった場合を除く。 

(10)  市場取引等の急激な変動に伴う約定価格の乖離。 

(11)  注文の殺到等に伴う取引の全部又は一部の履行遅延、履行不能。 

(12)  市場レートから乖離したレートによる約定。 

(13)  当社が提供するチャートを含む情報の表示あるいは更新停止により生じる損害及び損失。 

(14)  その他、当社の責めに帰すことのできない事由の発生により、お客様が被った損害及び損失。 

２ 前項各号の事由により、本取引に係る注文及びその執行がお客様の意図する内容で行われなかっ

た場合も、お客様はその責を負うこととし、お客様はこのことをあらかじめ了承するものとします。

また、同項本文の規定にかかわらず、当社が合理的に必要であると判断した場合には、当社はお客様

に何ら通知をすることなく、お客様の注文及び約定を取消し、あるいは入出金を停止すことができる

ものとし、それにより生じる損害及び損失はお客様の負担とします。 

 

第 26 条  （入出金について） 

 本取引を行うにあたり、お客様は、本取引口座に振込送金する方法により預託証拠金の入金を行う

ものとし、当社は、お客様からの入金を確認した後に本取引口座に入金処理をするものとします。但

し、お客様からの入金を確認した後であっても、当社並びに金融機関の事務処理の都合上、入金処理

までに時間がかかる場合があり、お客様はこのことをあらかじめ了承するものとします。 

２ お客様は、インターネットの通信環境や当社並びに金融機関のシステム障害等の諸事情により入

出金が遅延する場合があることをあらかじめ了承するものとします。 

３ お客様は、お客様ご本人名義の金融機関から本取引口座へ預託証拠金の振込をすることとし、振

込人名義が、当社にお届けの本取引口座名義と相違している（以下、「異名義による振込み」）場合に

は、入金処理後であっても当該振込入金の取消処理を行うこととし、お客様はこのことをあらかじめ

了承するものとします。 
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４ 異名義による振込があった場合には、お客様にポジションがある場合や売買成立後であったとし

ても、当該振込入金を取り消し、また、お客様のお取引を制限させていただく場合があり、お客様は

このことをあらかじめ了承するものとします。また、振込入金の取消ないしは取引の制限により発生

するロスカットや注文の未約定などのリスクについては、当社は一切その責を負わないものとします。 

 

第 27 条  （損害賠償についての制限） 

当社の責に帰すべき障害であっても、その事由の如何にかかわらず、お客様の得べかりし利益につ

いては、当社は一切その責を負わないものとします。 

 

第 28 条  ( 債権譲渡等の禁止)  

お客様が当社に対して有する本取引にかかわる債権は、事由の如何を問わずこれを他に譲渡又は質

入れ、その他処分をすることができないものとします。 

 

第 29 条  （本取引利用契約の終了・解約） 

お客様が本約款に基づく契約を解約する場合は、お客様は当社の指定する方法により当社に解約の

申し入れを行うものとします。但し、お客様にポジションがある場合は解約の申し入れを行うことが

できないものとします。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は何らの通知、催告をすることなく、直ちに本約款に

基づく契約を解約することができるものとします。又お客様にポジションがある場合は、お客様の計

算において強制決済することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ了承するものとしま

す。 

(1)  お客様が本約款及びその他の関連規程等（店頭外国為替証拠金取引マニュアル（「店頭外国為

替証拠金取引のリスク等重要事項について」「オンライン店頭外国為替証拠金取引ガイド」「店

頭外国為替証拠金取引の概要・リスクについて」「外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為」

「個人情報の取り扱いについて」「株式会社ＭＪの概要について」）、店頭外国為替証拠金取引

約款・規程集（「本約款」・「オンライン店頭外国為替証拠金取引規程」）等）の条項又は記載

内容のいずれかに違反し、当社が解約の通知を行ったとき。 

(2)  お客様が法令等に違反したとき。 

(3)  お客様の預託証拠金残高が 1 万円以下で、本取引又はポジションがない状態が 3 ヶ月を超え

たとき。 

(4)  お客様の預託証拠金残高がない状態が 3 ヶ月を超えたとき。 

(5)  お客様が本取引を行うことについて不適格であると当社が判断したとき。 

(6)  第 17条に定める期限の利益の喪失が生じたとき。 

(7)  第 32条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。 

(8)  お客様が当社の業務運営又は維持を妨げていると当社が判断したとき。 

(9)  お客様の取引方法や取引数量等に鑑み、お客様のご注文を当社で許容できないと合理的に判

断したとき。 

(10)  お客様の取引口座が他人名義もしくは架空名義で開設されていることが明らかとなったとき

及び名義人の意思によらず開設されたことが明らかとなったとき。 

(11)  お客様の口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はその恐れがあると当社が判断

したとき。具体的には、下記の場合を指すが、これらに限られない。 
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ア…お客様、又はお客様の近親者、役職員もしくは代理人等が詐欺や出資法違反等、口座の

利用に関わる行為に関して起訴された場合、民事裁判において犯罪行為の認定がなされた場

合、少額多数の振込がある場合、警察や司法関係者その他公的機関からの捜査関係事項照会

が複数回に渡りなされた場合など、お客様の口座が、詐欺、恐喝、出資法違反等の違法行為

に利用されていることが合理的に疑われる場合。 

イ…お客様、又はお客様の近親者、役職員もしくは代理人等が暴力団員、暴力団関係者等の

社会的公益に反する行為をなす者であることが判明した場合もしくは合理的にこれが疑われ

る場合。 

ウ…お客様、又はお客様の近親者、役職員もしくは代理人等がお客様の当社との取引に関し

て脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、又は虚偽の風説を流布し、偽計を用いもしくは

威力を用いて当社の信用を毀損し、義務なきことを行うよう強要し、もしくは当社の業務を

妨害した場合、お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行った場合、その他違法な行為を

行った場合。 

(12)  その他、合理的な事由により当社がお客様に対し解約を申し出たとき。 

３ 前項の規程によりお客様との本取引を解除する場合において、お客様の本取引のポジションが残

存するとき、又はお客様の当社に対する債務が残存するときは、残存するポジションを反対売買によ

り決済した上で、第 11条、第 15 条、第 18 条、第 19 条の定めるところに従い、当社とお客様の間の

債権債務を精算するものとします。この場合に、お客様の当社に対する債務が生じたときは、直ちに

その債務の弁済を行わなければならないものとします。 

４ 前 2 項各号の場合において、当社に損害が生じた場合には、お客様は当社に対し損害賠償責任を

負うことをあらかじめ了承するものとする。 

５ 本約款に基づく契約が終了した場合、その他の本取引に係る約款及びその他の関連規程等に基づ

く契約も同時に終了するものとします。 

 

第 30条  （取引サービスの中止及び廃止） 

やむを得ない事情がある場合、お客様に事前に通知することにより、当社は本取引サービスの提供

を中止又は廃止することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ了承するものとします。 

２ お客様は、前項により通知された取引サービスの中止・廃止日までに、すべてのポジションを反

対売買し本取引を終了することをあらかじめ了承するものとします。 

３ お客様は、当該中止・廃止日にお客様のポジションが残存する場合には、第 15条に準じて、当社

が反対売買を行うことをあらかじめ了承するものとします。 

 

第 31 条  （適用法令及び専属的合意管轄） 

本約款は、「金融商品取引法」、「外国為替及び外国貿易法」等その他の日本国の法律に準拠し、外

国為替銀行取引で通常行われている慣行に基づき、当社が取り決める規程これに従って解釈されるも

のとします。又当社との間の本取引に起因又は関連する訴訟については、当社の本店又は支店の所在

地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とし、お客様はこのことをあらかじめ了承するものとし

ます。 

 

第 32 条  （本約款の変更） 

当社は、本約款内容の変更が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課す
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ものでない場合又は軽微である場合、当社の判断で本約款の内容を変更することができるものとしま

す。この場合、当社は、当該変更内容についてお客様に遅滞なく通知することとし、お客様はこのこ

とをあらかじめ了承するものとします。 

２ 当社は、本約款内容の変更が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課

すものでない場合又は軽微である場合を除き、お客様にその変更事項を事前に通知するものとします。

この場合、お客様が本約款の変更日までに当社に対する異議の申し出を書面又は電子メールにより行

わないときは、その変更に同意したものとします。 

３ 前１、２項における通知方法は、当社のホームページ上で通知するなど、当社の定める方法によ

り通知するものとします。 

４ 前１項に定める通知がお客様に到達した日よりも後に行われた本取引にかかわる指図は、お客様

が本約款の変更に同意した上でなされたものとみなすこととし、お客様はこのことをあらかじめ了承

するものとします。 

５ お客様が本約款の変更に同意しない場合には、当社は何らの通知、催告をすることなく、直ちに

本約款第 29条第 2 項(7) に基づき契約を解約することができるものとします。又お客様がポジション

を有する場合には、当社は、本約款の変更に対する異議の申し出を書面又は電子メールで当社が受領

した日の翌営業日の正午に提示する外国為替レートを以ってお客様のポジションを強制決済するこ

とができることとし、お客様はこのことをあらかじめ了承するものとします。 

 

第 33 条  （電話の録音） 

 当社はお客様との間で行われるいかなる電話通話も事前の通告なしに録音できるものとします。 

 

第 34 条  （その他） 

本約款に定めのない事項又は本約款の履行につき疑義を生じた場合は、店頭外国為替証拠金取引マ

ニュアル（「店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について」「オンライン店頭外国為替証拠金

取引ガイド」「店頭外国為替証拠金取引の概要・リスクについて」「外国為替証拠金取引行為に関する

禁止行為」「個人情報の取り扱いについて」「株式会社ＭＪの概要について」）、店頭外国為替証拠金取

引約款・規程集（「本約款」・「オンライン店頭外国為替証拠金取引規程」）及び関係法令等に従うほか、

双方誠意を持って協議し円満解決を図るものとします。 

 

平成 19年 3 月制定 

平成 19年 8 月改定 

平成 19年 9 月改定 

平成 19年 10月改定 

平成 19年 12 月改定 

平成 20年 9 月改定 

平成 20年 11月改定 

平成 21年 1 月改定 

平成 21年 7 月改定 

平成 21年 9 月改定 

平成 21年 12月改定 

平成 22年 1 月改定 
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平成 22年 2 月改定 

平成 22年 4 月改定 

平成 22年 7 月改定 
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オンライン店頭外国為替証拠金取引 規 程 
 

第 1 条 （規程の趣旨） 

店頭外国為替証拠金取引約款・規程集のこの規程（以下「本規程」）は、契約者ご本人（以下「お

客様」）と株式会社 MJ（以下「当社」）における店頭外国為替証拠金取引（以下、「本取引」）及び本

取引にかかる店頭外国為替証拠金取引システム（以下、「本取引システム」）の利用に関する取決めで

あり、お客様は、本取引システムを利用するにあたり、この規程に掲げる事項を承諾し、自らの判断

と責任において本取引を行うものとします。 

 

第 2 条 （法令等の遵守） 

本取引にあたり、お客様及び当社は、「金融商品取引法」その他の法令を遵守するものとします。 

 

第 3 条 （インターネット利用環境） 

お客様は、本取引システムを利用する為に必要なコンピュータ及び関連機器、並びにインターネッ

トヘの接続環境及びＥメールアドレスを自己の責任において準備し、かつ安定的に維持するものとし

ます。 

 

第 4 条 （端末の障害） 

 端末（携帯電話等のモバイルを含む。以下同じ。）に障害が生じた場合は、お客様の責任において

障害を取り除くものとします。 

２ 端末の障害によりお客様が被った損害・損失については、当社は一切その責任を負わないものと

します。 

 

第 5 条 （注文の受付・変更等） 

お客様が本取引システムを利用して当社へ発注する売買注文は、お客様が注文内容を入力し、確定

の入力をした後、当社がその入力内容を受信した時点で注文の受付とします。 

２ お客様が本取引システムを利用して当社に指図された売買注文は、当社が定める時間内に限り、

未約定の場合は、取消又は変更等を行うことができるものとします。 

 

第 6 条 （照会） 

お客様が本取引システムを利用して指図されたお取引の内容は、本取引システムの照会画面にて照

会するものとします。  

 

第 7 条 （情報の個人利用） 

お客様は、本取引システムを利用して得られる数値、ニュース等の取得した情報を、お客様の取引

目的のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営利目的の利用、情報を加工しての配信等、お

客様の個人利用以外を目的とした利用を行ってはならないものとします。 

 

第 8 条 （緊急時の連絡） 

お客様の取引において、緊急の事態が生じた場合、当社より本取引システム画面のメッセージ並び

に、文書、Ｅメール、電話等にて連絡するものとします。 

２ 緊急時のお客様から当社への連絡先は、次の通りとします。 
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フリーダイヤル  ：0120- 963- 490  

Ｔ  Ｅ  Ｌ   ：03- 5766- 1309（直通） 

Ｅメールアドレス ：spotboard@mj- net.jp  

３ 当社は、前 2 項の電話番号又はＥメールアドレスに変更があった場合は、直ちにお客様へ連絡す

るものとします。 

 

第 9 条 （取引手数料その他諸費用） 

 取引手数料は、1 万通貨単位以上の取引については無料とします。但し、1,000 通貨単位取引の場

合は、1 通貨あたり片道 3 銭（1,000 通貨あたり片道 30円）の取引手数料がかかるものとします。ロ

スカットや一括決済取引等により 1 万通貨単位以上のポジションと同時に決済した場合でも 1,000

通貨単位で取引したポジションについては決済時にも取引手数料がかかるものとします。 

２ 新規の取引手数料は、注文約定時に評価損益に反映され、決済時に決済取引にかかる取引手数料

と同時に預託証拠金残高より差し引かれるものとします。 

３ 本取引を利用される際の本取引システムの使用料及び口座管理料は、原則として徴収しないもの

とします。但し、モバイル（携帯電話等）を利用する場合の通信料、または、モバイルのバージョン

アップ等により追加的に発生する通信料などについては、全てお客様の負担とします。 

４ 前 1 項の取引手数料及び前 2 項ないし前 3 項の諸費用については、変更される場合があります。 

５ 変更後の上記諸費用は、お客様の預託証拠金より徴収するものとします。 

 

第 10条 （免責事項） 

次に掲げる事由による損害及び損失については、当社は免責されるものとします。 

（1） 通信機器、通信回線、コンピュータ等の障害により注文等の受付が不能となったために損

害が発生した場合。 

（2） お客様以外の者が当該お客様のログイン ID とパスワードを使用して、本取引システムで取

引を行い損失が発生した場合。 

（3） お客様が端末の障害等により、本取引システムを利用できなかったため、損失が発生した

場合。 

（4） 本取引システムの使用により、お客様のコンピュータに障害が発生した場合。 

 

第 11条 （権利義務の譲渡） 

お客様は、本契約によって生ずる本取引システムの権利又は義務を第三者に譲渡することはできな

いものとします。 

 

第 12条 （本規程の変更） 

当社は、本規程内容の変更が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課す

ものでない場合又は軽微である場合、当社の判断で本規程の内容を変更することができるものとしま

す。この場合、当社は、当該変更内容についてお客様に遅滞なく通知することとし、お客様はこのこ

とをあらかじめ了承するものとします。 

２ 当社は、本規程内容の変更が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課

すものでない場合又は軽微である場合を除き、お客様にその変更事項を事前に通知するものとします。

この場合、お客様が所定の期日までに当社に対する異議の申し出を書面又は電子メールにより行わな

いときは、その変更に同意したものとします。 
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３ 前１項に定める通知がお客様に到達した日よりも後に行われた本取引にかかわる指図は、お客様

が本規程の変更に同意したうえでなされたものとみなすこととし、お客様はこのことをあらかじめ了

承するものとします。 

 

第 13条 （その他） 

本規程に定めのない事項又は本規程の履行につき疑義を生じた場合は、店頭外国為替証拠金取引マ

ニュアル（「店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について」「オンライン店頭外国為替証拠金

取引ガイド」「店頭外国為替証拠金取引の概要・リスクについて」「外国為替証拠金取引行為に関する

禁止行為」「個人情報の取り扱いについて」「株式会社ＭＪの概要について」）、店頭外国為替証拠金取

引約款・規程集（「本約款」・「オンライン店頭外国為替証拠金取引規程」）及び関係法令等に従うほか、

双方誠意を持って協議し円満解決を図るものとします。 

 

平成 19年 3 月制定 

平成 19年 9 月改定 

平成 20年 9 月改定 

平成 20年 11月改定 

平成 21年 7 月改定 

平成 21年 12月改定 

平成 22年 1 月改定 

平成 22年 4 月改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21/33 
店頭外国為替証拠金取引約款 

 

（別紙） 

 

顧客区分管理信託契約におけるお客様の権利等に関する事項の概要 

 

株式会社ＭＪ（以下「委託者」という。）の外国為替証拠金取引約款・規程集（以下「約款」という。）

の第 10 条第 9 項に記載されている委託者、DB 信託株式会社（以下「受託者」という。）及び大橋俊

二との間の平成 22 年 1 月 21 日付顧客区分管理信託契約書（その後の変更を含み、以下「本信託契

約」という。）における、顧客（約款上は「お客様」）の権利にかかる事項の概要（以下「本概要」と

いう。）は、以下の通りとなります。 

 

本書面において用いる用語の意味は、別段の定めがない限り、別紙 1 の定義集に定めるところによる

ものとします。 

 

受益者 A 号元本受益者  顧客                         

    B 号元本受益者  委託者 

 

信託の目的   顧客が委託者に対して有する顧客預託金返還請求権を保全するため、委託者に委託

者信用事由のいずれかが発生した場合に顧客に返還すべき金銭の管理・運用 

 

本信託設定日  平成 22 年 1 月 27 日 

 

信託終了日   平成 23 年 1 月 27 日 （但し、自動更新条項あり） 
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(1) 信託された顧客預託金相当額は、委託者が預託を受け、顧客に返還すべき顧客預託金全額相当

額以上の額です（但し、受託者は信託されている金額が顧客預託金相当額と同額かそれ以上で

あることの確認、検証を致しません。）。 

(2) 本信託の受益権は、A 号元本受益権及び B 号元本受益権とし、A 号元本受益権に係る受益者は

顧客とし、B 号元本受益権に係る受益者は委託者とします。 

(3) 当初の受益者代理人は、弁護士等である大橋俊二とします。 

(4) 受益者代理人は、下記（6）に定める事由が生じていない場合に限り、委託者、受託者、受益者

代理人及び新たに受益者代理人になろうとする者の合意により変更されることがあります。 

(5) 委託者の地位が移転した場合であっても、本信託契約の定めに従い受益者代理人の地位が移転

されるまで従前の受益者代理人がその職務を行うものとします。 

(6) 受益者代理人につき以下の事由が生じた場合、委託者は、受託者と協議の上、受益者代理人を

解任することができます。この場合、委託者は、解任後 10 日以内に弁護士等である新たな受益

者代理人を指定するものとします。但し、(ｱ)委託者信用事由が生じている場合、又は(ｲ)委託

者が上記所定の期間内に新たな受益者代理人を指定しない場合には、受託者が委託者に代

わって弁護士等である受益者代理人を選任することができるものとします。なお、受益者

代理人が死亡した場合も上記と同様とします。 

① 本信託契約に基づく受益者代理人の義務に違反があり、(ｱ)その違反が重大である場合、

又は(ｲ)委託者又は受託者が相当の期間を定めて受益者代理人に是正を求めたにも拘わ

らず当該期間内に是正されなかった場合 

② 倒産処理手続の開始が申し立てられた場合 

③ 受益者代理人としての職務を適切に遂行できない場合 

④ 後見開始又は保佐開始の審判が申し立てられた場合 

⑤ 成年被後見人又は被保佐人となった場合 

⑥ 反社会的勢力（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年 5 月 15 日

法律第 77 号）第 2 条に定義する暴力団その他の社会的に批判を受け、又は受けるおそ

れのある事業を営んでいる者を含みます。以下同じ。）とのつながり・関わりが生じた

場合 

⑦ 下記（7）に定める受益者代理人の表明保証に違反があり、(ｱ)その違反が重大である場

合、又は(ｲ)委託者又は受託者が相当の期間を定めて是正を求めたにも拘わらず当該期間

内に是正されなかった場合 

⑧ 受益者代理人が弁護士等の資格を喪失した場合 

⑨ その他受益者代理人を交代すべき正当な理由がある場合 

(7) 受益者代理人は、受託者に対し、本信託契約締結日及び本信託設定日において（本信託契

約に基づき新たな受益者代理人が指名された場合は当該受益者代理人の就任の日におい

て）、以下の事項が真実かつ正確であることを表明保証するものとします。 

① 現在、倒産処理手続の開始が申し立てられておらず、かつ、過去、これらの手続きの開

始が申し立てられていないこと。但し、本信託設定日における倒産処理手続の開始申立

については、当該申立が取下げ又は却下される見込みであることが極めて明らかである

場合を除きます。 

② 受益者代理人としての職務を適切に遂行する客観的能力・体制を具備していること。 
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③ 現在、後見開始又は保佐開始の審判が申し立てられておらず、かつ、過去、これらの審

判が申し立てられていないこと。 

④ 反社会的勢力とのつながり・関わりがないこと。 

(8) 受益者代理人は、本信託契約及び適用法令に基づき行うべき事務（ただし、法令上、弁護士等

である受益者代理人の行うべきものとされるものを除きます。）を、委託者の内部管理責任

者に委託することができるものとします。 

(9) 受益者代理人は、法令等に違反しない限り、また、本信託契約において別途の定めがある場

合を除き、受託者が信託事務（但し、本信託契約の計算に係る事務その他受託者の裁量のな

い事項を除きます。）を遂行するに際し、受託者に対し、指図、承諾その他の意思決定をする

権限を有するものとします。但し、法令上、許容される範囲において、信託法第 150 条第 1

項に基づく信託の変更を命ずる裁判の申立権、及び信託法第 165 条第 1 項に基づく信託の終了

を命ずる裁判の申立権については行使いたしません。なお、A 号元本受益者に関しては、受益

者代理人のみが受託者に対し信託法第 39 条に定める他の受益者の氏名等の開示を請求できる

ものとします。 

(10) 委託者は、本信託に本信託財産の元本の評価額から信託報酬留保金勘定残高を差し引いた

額が顧客区分管理必要額に満たなくなった場合には、満たなくなった日の翌営業日から起

算して2営業日以内に、その不足額に相当する金銭を本信託財産に追加信託する他、A号元

本受益者の権利・利益を保護するため、必要な措置を講じます。 

(11) 受託者は、信託法第34条第1項第2号ロの規定に従い、本信託財産を固有財産及び他の信託財産

と分別して管理することにします。 

(12) 本信託契約の契約期間は本信託設定日から1年で、本信託契約の契約期間満了日の60日前まで

に、受託者又は委託者いずれか一方から他方に対して、書面による契約終了の意思表示を行わ

ない限り､本信託契約の契約期間は､さらに1年間延長され､その後､延長された期間についても

同様です｡ 

(13) 本信託契約は、契約期間満了日前においては、受託者、委託者及び受益者代理人の合意が

ある場合でかつ法令等に反しない場合に限り、その全部又は一部の解約をすることができ

るものとします｡ただし、委託者信用事由が生じている場合、または生ずる恐れがあると受

益者代理人又は受託者が合理的に判断する場合は、受託者及び受益者代理人の合意がある

場合でかつ法令等に反しない場合に限り、その全部又は一部の解約をすることができるも

のとします｡なお、上記に拘わらず、委託者は、①本信託財産の元本の評価額が顧客区分管

理必要額と信託報酬留保金勘定残高の合計額を超過する場合に、その超過額の範囲内で本

信託契約の全部若しくは一部の解約を行う場合、又は②他の顧客区分管理信託に係る信託

財産として信託することを目的として本信託契約の全部若しくは一部の解約を行う場合の

いずれかに該当することを予め受益者代理人が書面により確認した場合には、委託者信用

事由が発生している場合を除き、本信託契約の全部又は一部の解約をすることができます｡ 

(14) 受託者は､経済情勢の変化その他相当の事由により信託目的の達成又は信託事務の遂行が困難

となったと認めた場合、又は本信託契約に基づく委託者の義務違反があり、受託者が委託者

に対して催告を行ったにも拘わらず、当該催告到達後1週間以内に当該違反が治癒されない

場合は､委託者及び受益者代理人（受益者代理人が存在しない場合には、委託者のみ）に対し､

相当な期間をもってする書面での予告により､受託者を辞任することができるものとします｡こ

の場合､受託者は､辞任によって生じた損害について､その責を負わないものとします｡ 
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(15) A号元本受益権は、委託者につき以下のいずれかの事由が生じた場合にのみ行使することがで

きるものとします。受託者に対するA号元本受益権の行使は、受益者代理人が存在する限り、

各A号元本受益者がそれぞれ個別に行うことなく、受益者代理人が一括してこれを行うもの

とします｡ただし、他の規定に拘わらず、受益者代理人が顧客預託金の返還等のために必要

と判断した場合、A号元本受益権は、当該受益者代理人により、全てのA号元本受益者につ

いて一括して行使されるものとします。その場合、受益者代理人は、受託者に書面で通知

することにより、本信託契約を終了することができるのとします｡ 

① 委託者について、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始、特定調

停手続その他の同等の法的倒産手続の申立てがなされた場合 

② 外国為替証拠金取引等の業務を行うために必要な許可､認可若しくは免許が失効し､又

は取り消されたこと 

③ 外国為替証拠金取引等の業務の全部又は一部について業務停止命令をうけたこと 

④ 外国為替証拠金取引等の業務の全部を廃止したこと 

⑤ 委託者が支払不能、支払停止もしくは債務超過に陥り、又は手形交換所の取引停止処分

を受けた場合 

⑥ 委託者が、本信託契約およびこれに関連する契約に基づく取引に関する委託者の義務の

履行能力に重大な悪影響を及ぼす合併、事業譲渡、又は事業の変更もしくは再編成を行

った場合 

⑦ 金融商品取引法第52条第1項若しくは第4項、第53条第3項又は第54条の規定により金融

商品取引法第29条の登録を取り消されたとき。 

⑧ 金融商品取引法第52条の2第1項若しくは第3項又は第54条の規定により法第33条の2の

登録を取り消されたとき。 

⑨ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき（外

国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開

始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国

において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。）。 

⑩ 金融商品取引業等の廃止（外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設け

たすべての営業所又は事務所における金融商品取引業等の廃止。⑩において同じ。）を

したとき、若しくは解散（外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設け

た営業所又は事務所の清算の開始。⑩において同じ。）をしたとき、又は金融商品取引

法第50条の2第6項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたと

き。 

⑪ 金融商品取引法第52条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令（同項第7

号 に該当する場合に限ります。）を受けたとき。 

⑫ 内閣総理大臣が、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成8

年法律第95号）第490条第1項の規定による破産手続開始の申立てを行ったとき。 

⑬ 内閣総理大臣が、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第379条 、第448条又は

第492条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたとき。 

委託者及び受益者代理人は､委託者につき上記各号に定めるいずれかの事由が生じた時は､

直ちに受託者に通知するものとします｡ 

(16) 基本的に、本信託契約に関するA号元本受益者の行為、A号元本受益者を相手方とする委託者又
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は受託者の行為については､受益者代理人のみがこれを行い又は受益者代理人のみを相手方と

して行います。 

(17) A号元本受益者がA号元本受益権を行使する場合にそれぞれのA号元本受益者に支払われる金額

は、当該A号元本受益権の行使の日における元本換価額（本信託財産（A号元本受益権の元本部

分に限ります。）を換価して得られる額をいいます。）に、当該日における顧客区分管理必要額

に対する当該A号元本受益者に係る個別顧客区分管理金額の割合を乗じて得た額（当該額が当該

個別顧客区分管理金額を超える場合には、当該個別顧客区分管理金額）とします。 

(18) 本信託契約は次の場合に終了します｡ 

① 上記（15）の規定により､本信託契約が終了したとき 

② 契約期間が満了したとき 

③ 本信託契約に規定する委託者による表明保証違反の場合の規定又は上記（13）の規定に

より､本信託契約の全部が解約されたとき 

④ 委託者による本信託契約の違反があった場合で、(ｱ)その違反が重大であるとき、又は(ｲ)

受託者が相当の期間を定めて委託者に是正を求めたにも拘らず当該期間内に是正され

なかったとき。ただし、この号の規定に基づく終了は、法令上、許容される場合に限る

ものとします。 

⑤ 下記（1）又は（2）に定めるもののほか、信託法第163条各号に定める事項が発生した

とき。ただし、この号の規定に基づく終了は、法令上、許容される場合に限るものとし

ます。 

イ) 受益者代理人が存在しない状態が30日以上継続した場合 

ロ) 金融商品取引法その他の法令等の改正により本信託契約の変更が必要な場合で、法

令等の改正の施行日までに、第36条に規定される受託者、委託者及び受益者代理人

の間での変更の合意に至らなかったとき 

(19) 受託者は、本信託金の管理事務及び本信託財産の保存に必要な事務の履行に関し、善良なる管

理者としての注意義務（善管注意義務）を負っていますが、以下の義務は負っていません。 

① 本信託契約に基づき又はこれに関連して委託者、受益者代理人その他の第三者から受領す

る通知、報告その他の情報に従って信託業務を遂行すべき場合において、当該通知、報告

その他の情報の内容の真実性、正確性若しくは完全性等につき、独自に調査、検証･確認又

は検討等を行うこと。 

② 委託者（B号元本受益者として行う場合を含みます。）又は受益者代理人の指図に従って信

託業務を遂行すべき場合において、当該指図の合理性や、当該指図に従った場合にもたら

される結果につき、独自の検証又は検討を行うこと。 

③ 信託業務の遂行に当たり、弁護士、公認会計士及び税理士その他の専門家である第三者に

対し助言を求め、又は事務を委託した場合において、当該助言の内容につき自ら精査･検証

し、又は事務の遂行状況につき管理・監督すること。なお、受託者は、信託業務の遂行に

当たり合理的に必要と考えた場合には、委託者又は受益者代理人の指図を求めること

なく、自ら適当と考える専門家に対し、助言を求め、又は事務の委託を行うことがで

きるものとします（当該専門家に係る費用は、諸費用を構成するものとします。）。 

④ 委託者、受益者代理人、受益者又はこれらの代理人が行った行為につき、管理･監督するこ

と。 

⑤ 顧客預託金のうち、本信託金として信託設定することが必要となる金額を算定すること。 
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その他、受託者の善管注意義務に関して、以下の規定が適用されます。 

① 委託者が上記（10）等に定める金銭の追加信託を行わなかったこと、又は本信託契約の定

めに従って通知若しくは指図を行わなかったことにより本信託財産に生じた損害について

受託者は責任を負いません。 

② 受託者は、（ⅰ）受託者が本信託契約に基づく受益者代理人又は委託者の意思決定に従った

行為、（ⅱ）受託者が受益者代理人の承諾を得てした行為、（ⅲ）受託者が委託先に対し本

信託契約に基づく信託事務を委託した行為、（ⅳ）委託者、受益者代理人、受益者又は委託

先の行為、又は（ⅴ）本信託契約において指定されている行為の結果として生じた損害に

ついて、法令上、許容される範囲において、責任を負わないものとします。 

③ 受託者は、本信託契約に基づく信託事務を処理するにあたり、弁護士、公認会計士その他

の専門家の助言を得るときは、かかる助言に依拠した事務処理の結果として生じた損害に

ついて、法令上、許容される範囲において、責任を負わないものとします。 

④ 受託者は、本信託契約に基づく信託事務の処理に関連して本信託契約の当事者、委託先そ

の他の本信託に関連する者から受領する指図その他の通知がなされるときは、その作成又

は内容につき明らかに虚偽と認められる場合を除き、かかる通知に依拠して信託事務を処

理することができ、その作成又は内容が虚偽であったことに基づき生じた損害について、

責任を負わないものとします。 

(20) 受託者は本信託契約の定め及び受益者代理人の指図等に従い信託事務を履行します。また、受

託者は、本信託契約の定めに従い、第三者に対し信託事務を委託することがあります。  

(21) 受託者は本信託契約の定めに従い委託者に対し信託報酬を請求しますが、本信託財産から収受

することもできます。 

(22) 受託者は委託者、受益者代理人、A号元本受益者、B号元本受益者又はその他何人に対しても、

証拠金元本を保証しません。 

(23) 受託者は、委託者又は受益者代理人による指図、承諾その他の意思決定が遅れたことにより、

又は、本信託契約の定めに従い委託者又は受益者代理人の指図を求めることなく信託業務

を遂行したことにより、受益者又は本信託財産に損害等が生じたとしても、一切責任を負いま

せん。 

(24) 受益者代理人は､本信託契約の目的に従い善良な管理者の注意をもって受益者代理人としての

義務を履行します｡ 

(25) 本信託契約において受益権証書の作成・交付はなされません。 

(26) 本信託契約の受益権は譲渡又は質入することはできません｡ 

(27) 受託者が本信託契約に従って信託事務を遂行することに伴い委託者、受益者代理人又は受

益者に対して本信託契約に関連して負担する債務（委託者又は元本受益者に対して負担す

る損害賠償債務を除く。）の責任財産は本信託財産に限定されるものとし、受託者の固有財

産には及ばないものとします。本信託財産が当該債務の履行をするのに不足する場合には、

受託者以外の本信託契約の当事者に対する受託者の残存債務は、直ちに消滅するものとし

ます。委託者、受益者代理人又は受益者は、受託者が本信託契約に従って信託事務を遂行

することに伴い委託者、受益者代理人又は受益者に対して本信託契約に関連して負担する

債務（委託者又は受益者に対して負担する損害賠償債務を除く。）に係る債権の満足を得る

ため、本信託財産以外の受託者のいかなる財産に対しても民事執行手続又は民事保全手続

に係る申立を行わないものとし、かかる申立を行う権利を放棄するものとします。 
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(28) 委託者、A号元本受益者及び受益者代理人は、本信託財産につき、倒産処理手続の開始を自

ら又は第三者を通じて申し立てないものとし、また、第三者による申立てに対し参加及び

同意しないものとします。委託者は、B号元本受益者兼委託者として、この規定に同意しま

す。受託者は、本信託の受益権に係る受益債権の全額の支払が完了してから1年と1日を経過す

るまでの間、本信託財産につき、倒産処理手続開始を自ら又は第三者を通じて申し立てないも

のとし、また、第三者による申立てに対し参加及び同意しないものとします。ただし、受託者

が本項に従うことが、適用法令又は受託者の本信託契約に基づく善管注意義務に違反し、

又は違反するおそれがある場合には、この限りでないものとします。 

(29) 本信託財産に係る破産手続については、以下の規定が適用されるものとします。 

① 破産法第10章の2の規定に基づき、本信託財産につき破産手続開始の申立てがなされた場合、

かかる申立ての時点における受益権に係る元本金額相当額を、当該受益権の元本の償還とし

て支払うよう請求する権利が発生し、かつ、直ちにその履行期が到来するものとします。但

し、当該申立てが却下された場合には、本①による元本金額相当額の請求権発生の効果及び

当該請求権についての履行期到来の効果は生じなかったものとみなします。 

② 破産法第10章の2の規定に基づき、本信託財産につき破産手続が開始され、かつ、係属して

いる場合には、適用ある法令に反しない限り、以下の特例に従うものとします。 

（ⅰ）委託者又はA号元本受益者は、その有する受益権につき、当該破産手続の開始直前の

本信託の計算期日までに現実に発生しており、かつ、支払がなされていない元本償還

請求権及び収益配当請求権を受益債権として、当該破産手続に参加することができま

す。 

（ⅱ）上記（ⅰ）の規定に拘わらず、受託者の本信託財産を交付する債務（上記（ⅰ）に定

める委託者又はA号元本受益者に対する債務に限られないが、信託法第2条第9項に定

める信託財産責任負担債務に限ります。）の効力は、以下一から四までに定める優先

順位の最も高い項目を除き一旦停止され、以下一から四までに定める優先順位のより

高い項目の支払（配当、寄託を含みます。）が完全に行われることを停止条件として

効力を生じます。また、上記（ⅰ）に定める受益債権の金額については、本（ⅱ）に

よる停止条件が成就した時点における本信託財産の金額を上限としてのみ生じるも

のとします。 

    一 信託報酬､公租公課、送金手数料その他諸費用を本信託財産から支弁し､

又は必要額を受託者に留保します。 

    二 返還可能額のうち各顧客のA号元本受益権相当額の合計を受益者代理人に

交付します｡ 

    三 受益者代理人は遅滞なく各顧客のA号元本受益権相当額を当該顧客の指定

する預貯金口座に振り込みます｡ 

    四 受託者は､返還可能額から各顧客のA号元本受益権相当額の合計を控除し

た後､さらに残額がある場合､当該残額を委託者に交付します｡但し､受託

者は､委託者の当該残額請求権と受託者が委託者に対して有する債権(受

託者の固有財産に属する債権であるか本信託財産に属する債権であるか

を問わない｡) を対当額で相殺することができるものとします｡ 
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（ⅲ）本信託契約のうち本信託契約が終了した場合に本信託財産を交付する旨の規定は、当

該破産手続終了後の残余財産（もしあれば）についてのみ、かつ、当該破産手続の終

結後に限り、適用します。 

③ 委託者又はA号元本受益者に対し、上記②（ⅱ）の規定により効力を生じていない債務に係

る支払がなされた場合には、かかる支払を受けた委託者又はA号元本受益者は、直ちに受領

した金員を受託者に返還するものとします。 

(30) 信託法第149条第2項及び第3項に拘わらず、本信託契約は、委託者、受託者及び受益者代理人（受

益者代理人が存在しない場合は、委託者及び受託者）の書面による合意によってのみ変更され

るものとします。但し、金融商品取引法その他の法令等の改正その他やむを得ざる事情により

必要が生じた場合は、委託者及び受託者は、受益者代理人の同意を得て、本信託契約を変更

することができます。なお、本信託契約の変更に関連して受託者が負担する費用（弁護士報酬

を含みます。）は諸費用として、本信託契約に従い、委託者又は本信託財産から支払われるもの

とします。 

(31) 本信託に関して受託者が行う公告については、法令に別段の定めがある場合を除き、日刊工業新

聞に掲載して行うものとします。 
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（別紙 1） 

定義集 

 

以下の用語は、本概要において、以下に定める意味を有するものとします。 

 

委託者信用事由：本概要（15）各号に掲げる事由 

 

A 号元本受益者：本概要（2）に規定する A 号元本受益権に係る受益者 

 

顧客：本信託設定日以降（当日を含みます。）本信託の終了日（当日を含みます。）までの期間に

おいて、委託者に対して顧客預託金返還請求権を有する又は取得する委託者の顧客 

 

顧客区分管理必要額：内閣府令第 143 条の 2 第 1 項第 6 号に定める顧客区分管理必要額 

 

顧客預託金：委託者の顧客が委託者の外国為替証拠金取引約款・規定集に従った外国為替証拠金

取引に関して委託者に預託した証拠金その他の保証金 

 

個別顧客区分管理金額：内閣府令第 143 条の 2 第 1 項第 6 号に定める個別顧客区分管理金額 

 

受益者：A 号元本受益者及び B 号元本受益者 

 

諸費用：本信託の信託事務の処理に関連して発生した損害等、受益者代理人に係る費用、第 20

条の規定に基づく信託事務の委託に係る費用その他の諸費用 

 

信託報酬留保金勘定：本信託契約に係る信託報酬並びに公租公課及び諸費用を保管するための勘

定 

 

信託目的：本概要表記要項に「信託の目的」として記載している事項 

 

損害等：損害、損失、費用（合理的な範囲の弁護士、会計士、税理士、監査法人等の報酬及び費

用を含みます。）又は責任（第三者からの請求によるものを含みます。） 

 

倒産処理手続：破産手続又は再生手続その他法令上適用のありうる倒産処理手続（将来、新たに

制定され、又は本信託財産に適用される手続を含みます。） 

 

当初信託元本：本概要表記要項記載の当初信託元本 

 

内部管理責任者：社団法人 金融先物取引業協会の規程に従い委託者が内部管理担当役員等とし

て届け出ている者 
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B 号元本受益者：本概要（2）に規定する B 号元本受益権に係る受益者 

 

弁護士等：内閣府令第 143 条の 2 第 1 項第 2 号に定める弁護士等 

 

本信託：本信託契約に基づいて設定される信託 

 

本信託金：本信託契約の定めに従い委託者が受託者に対して信託した金員 

 

本信託契約：平成 22 年 1 月 21 日付株式会社 MJ、DB 信託株式会社及び大橋俊二との間の顧客

区分管理信託契約 

 

本信託契約締結日：本信託契約を締結する日 

 

本信託財産：本信託に係る信託財産 

 

本信託設定日：本信託が設定される日 
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（参照条文） 

信託法第2条第9項 

この法律において「信託財産責任負担債務」とは、受託者が信託財産に属する財産をもって履行す

る責任を負う債務をいう。 

 

信託法第34条 

 受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号

に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。た

だし、分別して管理する方法について、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところに

よる。 

 一 第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産（第三号に掲げるものを除く。） 当

該信託の登記又は登録 

 二 第十四条の信託の登記又は登録をすることができない財産（次号に掲げるものを除く。） 次

のイ又はロに掲げる財産の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 

  イ 動産（金銭を除く。） 信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する

財産とを外形上区別することができる状態で保管する方法 

  ロ 金銭その他のイに掲げる財産以外の財産 その計算を明らかにする方法 

 三 法務省令で定める財産 当該財産を適切に分別して管理する方法として法務省令で定めるも

の 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる財産について第十四条の信託の登記又は

登録をする義務は、これを免除することができない。 

 

信託法第 39 条 

 受益者が二人以上ある信託においては、受益者は、受託者に対し、次に掲げる事項を相当な方法に

より開示することを請求することができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにして

しなければならない。  

一  他の受益者の氏名又は名称及び住所  

二  他の受益者が有する受益権の内容  

２  前項の請求があったときは、受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、こ

れを拒むことができない。  

一  当該請求を行う者（以下この項において「請求者」という。）がその権利の確保又は行使に関す

る調査以外の目的で請求を行ったとき。  

二  請求者が不適当な時に請求を行ったとき。  

三  請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。  

四  請求者が当該信託に係る業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するもの

であるとき。  

五  請求者が前項の規定による開示によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求

を行ったとき。  

六  請求者が、過去二年以内において、前項の規定による開示によって知り得た事実を利益を得て

第三者に通報したことがあるものであるとき。  

３  前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 
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信託法第 149 条 

 信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、

変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。  

２  前項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるもの

によりすることができる。この場合において、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、第

二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなけれ

ばならない。  

一  信託の目的に反しないことが明らかであるとき 受託者及び受益者の合意  

二  信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき 受託者の書

面又は電磁的記録によってする意思表示  

３  前二項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者

による受託者に対する意思表示によってすることができる。この場合において、第二号に掲げると

きは、受託者は、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。

  

一  受託者の利益を害しないことが明らかであるとき 委託者及び受益者  

二  信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるとき 受益者  

４  前三項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。  

５  委託者が現に存しない場合においては、第一項及び第三項第一号の規定は適用せず、第二項中

「第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるの

は、「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。 

 

信託法第 150 条 

 信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託事務の処理の方法に係る信託

行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合しなく

なるに至ったときは、裁判所は、委託者、受託者又は受託者の申立てにより、信託の変更を命ずる

ことができる。 

２ 前項の申立ては、当該申立てに係る変更後の信託行為の定めを明らかにしてしなければならない。 

３ 裁判所は、第一項の申立てについての裁判をする場合には、受託者の陳述を聴かなければならな

い。 

４ 第一項の申立てについての裁判には、理由の要旨を付さなければならない。 

５ 第一項の申立てについての裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者は、即時抗告をすること

ができる。 

６ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。 

 

信託法第163条 

 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。  

一  信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。  

二  受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。  

三  受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。  

四  受託者が第五十二条（第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。）
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の規定により信託を終了させたとき。  

五  信託の併合がされたとき。  

六  第百六十五条又は第百六十六条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。  

七  信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。  

八  委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合にお

いて、破産法第五十三条第一項 、民事再生法第四十九条第一項 又は会社更生法第六十一条第一項 

（金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項 及び第二百六条第一項 において

準用する場合を含む。）の規定による信託契約の解除がされたとき。  

九  信託行為において定めた事由が生じたとき。 

 

信託法第165条 

 信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託を終了することが信託の目的

及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合するに至ったことが明らかであ

るときは、裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の終了を命ずることができ

る。 

２ 裁判所は、前項の申立てについての裁判をする場合には、受託者の陳述を聴かなければならない。 

３ 第一項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。 

４ 第一項の申立てについての裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者は、即時抗告をすること

ができる。 

５ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。 


